


 

 

さいたま市規則第１１８号 

さいたま市職員の宿日直手当に関する規則の一部を改正する規則 

 さいたま市職員の宿日直手当に関する規則（平成１３年さいたま市規則第５２号）

の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（宿日直手当の額） （宿日直手当の額） 

第３条 条例第２４条第１項の規則で定める額は、

その勤務１回につき、次に掲げる額とする。ただ

し、勤務時間が５時間未満の場合は、当該額に１

００分の５０を乗じて得た額とする。 

第３条 条例第２４条第１項の規則で定める額は、

その勤務１回につき、次に掲げる額とする。ただ

し、勤務時間が５時間未満の場合は、当該額に１

００分の５０を乗じて得た額とする。 

 ⑴ 前条第１号に掲げる勤務については、６，４

００円（危機管理業務（事故、災害その他の不

測の緊急事態の発生（そのおそれがある場合を

含む。）に伴う情報収集等の業務で、市長が特

に必要と認めるものをいう。）に係るものにあ

っては、８，０００円） 

 ⑴ 前条第１号に掲げる勤務については、６，２

００円（危機管理業務（事故、災害その他の不

測の緊急事態の発生（そのおそれがある場合を

含む。）に伴う情報収集等の業務で、市長が特

に必要と認めるものをいう。）に係るものにあ

っては、８，０００円） 

⑵ 前条第２号に掲げる勤務については、２２，

５００円（条例第８条第１項に規定する指定管

理職員及びさいたま市一般職の任期付職員の採

用及び給与の特例に関する条例（平成２１年さ

いたま市条例第３５号）第２条第１項の規定に

より任期を定めて採用された職員の行うものに

あっては、４０，０００円） 

⑵ 前条第２号に掲げる勤務については、２１，

０００円（条例第８条第１項に規定する指定管

理職員及びさいたま市一般職の任期付職員の採

用及び給与の特例に関する条例（平成２１年さ

いたま市条例第３５号）第２条第１項の規定に

より任期を定めて採用された職員の行うものに

あっては、４０，０００円） 

⑶ 前条第３号に掲げる勤務については、６，３

００円 

⑶ 前条第３号に掲げる勤務については、６，０

００円 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

 （適用） 

２ この規則による改正後のさいたま市職員の宿日直手当に関する規則（以下「改正

後の規則」という。）第３条の規定は、令和７年４月１日から適用する。 



 

 

 （宿日直手当の内払） 

３ 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前のさいた

ま市職員の宿日直手当に関する規則の規定に基づいて支給された宿日直手当は、改

正後の規則の規定による宿日直手当の内払とみなす。 


